
 

 

 

 

 

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

１ 経  過 

  ・平成 22 年 10 月７日  東京電力（株）が国土交通省北陸地方整備局長へ東京電力(株)信濃川発 

              電所の水利使用許可の更新を申請。 

  ・平成 23 年３月 10 日  国土交通省北陸地方整備局長から知事へ意見聴取。 

  ・ 〃   ３月 24 日   沿川市村である飯山市、野沢温泉村及び栄村へ県から意見照会。 

  ・ 〃  ～６月 １日  飯山市、野沢温泉村及び栄村から回答。（別紙のとおり） 

  ・ 〃  ～７月     各市村から回答の趣旨を確認するとともに、東京電力（株）から申請内 

              容や流量・施設管理などについて、説明を受ける。 

 

２ 国の処分案の主な内容 

 (1) 最大取水量は 171.133ｍ3/秒（従前の許可と同じ） 

 (2) 西大滝ダムからは通年 20ｍ3/秒の放流を新たに義務づけ 

 (3) 許可期間は 20 年間 

 

３ 東京電力(株)の説明内容 

  東京電力(株) 信濃川発電所の水利使用許可の更新については、様々なご意見をいただいていること 

 から、東京電力(株)から説明を受けました。 

  その内容は別添のとおりです。 

  「西大滝ダムに関する各種情報について」（東京電力株式会社）（3,150ＫＢ／12 ページ） 

     

 

４ 長野県の回答  

  各市村のご意見や東京電力(株)の説明内容等を踏まえ、本日付けで、別紙のとおり国土交通省北陸 

 地方整備局長へ回答しました。 

   

東京電力（株）信濃川発電所の水利使用許可の更新に関して、東京電力（株）信濃川発電所の水利使用許可の更新に関して、東京電力（株）信濃川発電所の水利使用許可の更新に関して、東京電力（株）信濃川発電所の水利使用許可の更新に関して、国土交通省北陸地方整備局長か国土交通省北陸地方整備局長か国土交通省北陸地方整備局長か国土交通省北陸地方整備局長か

ら知事へ意見聴取がありましたら知事へ意見聴取がありましたら知事へ意見聴取がありましたら知事へ意見聴取がありましたがががが、、、、本日本日本日本日付で付で付で付で、回答、回答、回答、回答ををををしましたので、お知らせします。しましたので、お知らせします。しましたので、お知らせします。しましたので、お知らせします。    

長野県（建設部）プレスリリース長野県（建設部）プレスリリース長野県（建設部）プレスリリース長野県（建設部）プレスリリース    平成平成平成平成 22223333 年（年（年（年（2222000011111111 年）年）年）年）９９９９月月月月５５５５日日日日    

                東京電力（株）信濃川発電所（西大滝ダム）の水利東京電力（株）信濃川発電所（西大滝ダム）の水利東京電力（株）信濃川発電所（西大滝ダム）の水利東京電力（株）信濃川発電所（西大滝ダム）の水利使用許可の使用許可の使用許可の使用許可の更新更新更新更新    

                にににに関する関する関する関する国土交通省国土交通省国土交通省国土交通省へのへのへのへの知事回答知事回答知事回答知事回答についてについてについてについて    

建設部河川課管理調整係 

(課長)鎌田 朝秀 (担当)宮原 茂、小松 茂 

電話：026-232-0111（代表） （内線）3433  3434 

026-235-7308（直通） 

FAX： 026-225-7069 

E-mail：kasen@pref.nagano.lg.jp 

N1060044
四角形

N1060044
四角形
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平成 23 年 7 月 

東京電力株式会社 

西大滝ダムに関する各種情報について 

 

１．信濃川発電所の水利使用の更新について 

信濃川発電所は、昭和 14 年 11 月に運転を開始した水力発電所で、発電する電力量は

一般の水力発電所としては全国でもトップレベルの発電所です。 

水力発電所では河川法に基づく許可を頂いて発電を行っており、信濃川発電所において

は、平成 22 年 10 月 7 日、国土交通省に水利使用の期間の更新について申請し、現在審

査頂いているところです。 

 当該申請にあたっては、発電維持流量ガイドラインに基づき河川維持流量について調査

し、概ね 7m3/s 程度を維持流量として放流することを検討しておりました。これは、「信

濃川中流域水環境改善検討協議会（以下、協議会）」での検討に基づいて平成 13 年以降に

実施し、その効果が確認されてきた試験放流量を年間平均したものとほぼ同等の流量でし

た（別添資料 1-1）。 

一方、協議会では平成 21 年 3 月に「宮中ダム減水区間の中で最も条件が厳しい場所を

基準として、水深 30cm 以上の水域が 13.5m の幅で連続すること」を目標として、「西

大滝ダム直下で 20m3/s 以上の河川流量を確保するべき」と提言されたことから、社内で

再度検討しました。信濃川発電所での 20m3/s という水力エネルギーは発電力で約 2 万

kW に相当し、通年これを放流すると 2 万軒余りのご家庭で使用される分に匹敵する年間

にして約 8,000 万 kWh のエネルギーが失われるという非常に大きな影響となりますが、

この提言内容が周辺地域で広く認識されていることを踏まえ、取水制限流量として発電維

持流量ガイドラインに基づく維持流量の約3倍である20m3/sを放流することを判断した

ものです。 

 許可を頂いた後、取水制限流量として通年 20m3/s を放流し、河川が大きく増水した時

にはさらに放流することになり、年間のうち 160 日程度は 20m3/s を上回る流量が放流

されることになります（別添資料 1-2）。なお、今回更新を申請して以降、自主放流とし

て基本的に 20m3/s を放流しているところです。 

 水利使用の期間は通達に基づき 20 年間で申請させて頂いております。また、通達に基

づく 10 年目の報告について、許可の際に国からのご指示があった場合には、的確に対応

して参ります。 

当社としては、取水制限流量通年 20m3/s、水利使用の期間 20 年間という申請させて

頂いた内容のとおり許可を頂きたいと考えております。 

 なお、協議会では、引き続き西大滝ダム下流も含めて調査されていく予定とお聞きして

おり、当社としても調査結果や議論の内容をよく確認して参りたいと考えております。 

 

・別添資料 1-1：発電維持流量ガイドラインに基づく西大滝ダム下流の調査結果 

・別添資料 1-2：西大滝ダム地点の流況 
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２．西大滝ダムでの流量管理について 

2.1 洪水の流下について 

西大滝ダムは、建設前に実測された最大規模の 5,565m3/s という洪水を想定して設

計されました。 

建設後、運用して経験した洪水の実績では、水面の位置が建設当時の設計よりも低く、

設計よりもさらに大きな洪水でも流下できることが確認されました。これは、建設時に

は安全側に想定して設計したのに対し、実際には流れが速く流下能力も大きかったもの

と推測されます。昭和 60～62 年度に実施した水理模型実験では、計画高水流量

9,000m3/s 規模の洪水も安全に流下できることを確認しております（別添資料 2-1）。 

なお、西大滝ダムの建設にあたっては、ダムの上流にコンクリートの水廻しを設置し

た記録がありますが、建設終了の際に洪水の流下に支障が無いように撤去しております。

これまで、撤去後の残置物が、洪水の流下に支障となるような現象は確認されておりま

せん（別添資料 2-2）。 

 

2.2 洪水時の流量管理について 

 西大滝ダムでは、河川が増水する際には河川管理者に承認頂いた規程に基づいて７門

のゲートを操作し、的確な運用に努めています。 

 ダム地点の流量を確認する方法については、これまでに、様々な知見を取り入れて流

量管理の向上を図ってきております（別添資料 2-3）。 

 

・別添資料 2-1：西大滝ダムの水理模型実験 

・別添資料 2-2：西大滝ダムの直上流の状況 

・別添資料 2-3：西大滝ダムにおける増水時のダムの操作と流量算定方法 

 

３．西大滝ダムの管理等について 

 3.1 西大滝ダムの構造について 

  西大滝ダムは、昭和 15 年に完成した高さ約 14.2ｍの取水ダムです。当初、大正 5

年に申請して以降、ダムの場所等が変更となっており、昭和 11 年に変更申請して当時

の河川法に基づいて審査頂いた設計のとおり建設されております。元の河床を掘削した

うえでコンクリートを打設してダムを建設しており、ダム建設前の河床と洪水吐門越流

箇所はほぼ同じ高さとなっております（別添資料 3-1）。 

 

  なお、これまで社外の方から頂いたことがある西大滝ダムの構造に関するご質問と、

これらについての当社の見解を、２例ご紹介します。 

  

①ご質問「河川法の規定では、堰柱間隔が 40m 必要ではないか」について 

  西大滝ダムは、昭和 11 年の申請について当時の河川法に基づいて許可頂いており、

適切に法手続されております。 

なお、ダム建設後に施行された法令では、ダムには分類されない堰の規定として「治

水上の支障がないと認められる場合」を除いて、「可動部の径間長」が設定されておりま
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す。西大滝ダムでは、上流の調査により背水による支障がないこと、これまで経験した

大規模な洪水でも通水に支障がないことを確認しており、「治水上の支障がない」設備で

あることから、当該規定にも適合していると考えております。 

 

 ②ご質問「過去の当社パンフレットにダムの高さ 21.515m との表記がある」について 

西大滝ダムの基礎地盤の下には、約 7.3m の止水壁が設置されており、ダムの高さに

この止水壁の高さを加えればほぼ同じ数字となります。当該パンフレットも関連する資

料も当社には現存していないため確かなことは分かりませんが、河川法ではダムの高さ

とみなさない止水壁の高さについて、取扱いが違っていたのではないかと推測しており

ます。 

 

 3.2 西大滝ダムの管理について 

  高さが 15m 未満であるため、河川法上のダムには該当しませんが、信濃川本川に所

在する重要な設備であることから、河川法で規定するダムの管理に準じて、管理してお

ります（別添資料 3-2）。 

 

 ・別添資料 3-1：西大滝ダムの構造 

 ・別添資料 3-2：西大滝ダムの管理 

 

以 上 
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発電維持流量ガイドラインに基づく西大滝ダム下流の調査結果

調査地点の設定

　 西大滝ダム～信濃川発電所放水口合流点までの間で、現地調査のうえ調査地点を11地点選定しま
した。

以　上

調査の実施

　選定した調査地点で、河床の測量・流量測定・水質調査・写真撮影等を実施するとともに、文献か
ら魚類の調査を実施しました。

河川維持流量の検討

　昭和63年に通商産業省と建設省で締結した「発電水利権の期間更新における河川維持流量の確保
について（発電維持流量ガイドライン）」に基づいて検討した結果、以下のとおりとなりました。

　・景観からみた維持流量　　：　7.3m
3
/s

   ・動植物の保護　　　　　　：　5.3m
3
/s

項目

舟運

漁業

景観

塩害の防止

河口閉塞の防止

河川管理施設等の保護

地下水位の維持

動植物の保護

流水の清潔の保持

流水の占用

当該河川の「水質環境に係わる水域類型指定」はＡ類型であり、水質検査の結果、生物化
学的酸素要求量（ＢＯＤ）は1.1mg／ℓ以下で、基準値（2.0mg／ℓ）を満たしている。

減水区間の既得水利権に対して、過去に支障をきたしたことはない。

当区域は、信濃川河口から約１３７ｋｍ上流に位置しており、検討対象ではない。

河川維持流量の放流による河川管理施設への影響はない。

当区域では、過去の渇水時においても地下水の枯渇は生じていない。

当区域に確認される生息魚種について、生息に必要な水深および流速を確保する。

当区域は、信濃川河口から約１３７ｋｍ上流に位置しており、検討対象ではない。

検討の概要

当区域には、舟および筏の通航は行われていない。

当区域に確認される生息魚種について、生息に必要な水深および流速を確保する。

河川は国道117号線とほぼ並行して流れており、河川を横断する橋梁等からの調査地点の
景観を損なわないよう、見かけの川幅に対する２０％の水面幅を確保する。

 4
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西大滝ダム地点の流況

ダムからの放流の想定（平成13年の流況による）

0

50

100

150

200

250

300

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

流
量

（
m

3
/
s）

発電取水

ダムからの放流

ダムからの放流の想定（平成21年の流況による）

0

50

100

150

200

250

300

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

流
量
（
m

3
/
s）

発電取水

ダムからの放流

　流域面積　：　7,020km
2

豊水量
（95日）

平水量
（185日）

低水量
（275日）

渇水量
（355日）

平成１２年 240 181 134 107 167 (4)

平成１３年 248 180 139 116 165 (5)

平成１４年 237 163 141 119 134 (8)

平成１５年 280 202 149 111 201 (3)

平成１６年 292 207 157 118 210 (1)

平成１７年 221 153 127 106 124 (9)

平成１８年 283 200 158 99 203 (2)

平成１９年 207 167 144 122 115 (10)

平成２０年 243 167 120 99 150 (7)

平成２１年 244 173 141 99 154 (6)

年平均 250 179 141 110 162

年
流         量         （ｍ

３
／ｓ） 20m

3
/s以上の

放流となる日数
（括弧内は10年間での順位）

 5
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別添資料 2-1 

西大滝ダムの水理模型実験 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

模型の概要（当時の河床の調査結果に基づいて模型を製作） 

西大滝ダムでは、昭和 60～62 年度に水理模型実験を実施し、洪水時の流れを把握するとともに、西

大滝ダム地点の現在の計画高水流量 9,000m3/s が流下した場合の状況を確認しました。 

9,000m3/s の洪水も、支障なく流下することを確認しました。 

9,000m3/s の流下状況 

下記は、平成 18 年 7 月に発生した洪水と、ほぼ同規模の洪水の実験を並べたものです。 

平成 18 年 7 月の約 6,500m3/s の流れ（ダム上流左岸から） 

模型実験での約 6,000m3/s の流れ（ダム上流左岸から） 
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別添資料 2-2 

西大滝ダムの直上流の状況について 

 

西大滝ダムの建設にあたっては、ダムの上流にコンクリートの水廻しを設置しました。 

この水廻しは、建設終了の際に洪水の流下に支障が無いように撤去しており、これまで、

撤去後の残置物が、洪水の流下に支障となるような現象は確認されておりません 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

建設時の水廻し 

現在の西大滝ダム直上流（水位低下時） 
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別添資料 2-3 

 
 

１．西大滝ダムの位置 
 西大滝ダムは、信濃川の河口から約 160km 上流に位置し、 
流量を観測する地点は、上流に東京電力（株）の照岡測水所、下

流に国土交通省の宮野原観測所が所在しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
２．西大滝ダムの増水時の運用方法 
 西大滝ダムでは、洪水が発生した際には、ルールに基づいて、 
的確なダムの操作に努めております。概要は以下のとおりです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３．流量管理の向上の経緯 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ダム放流量（m3/s）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

7/18 12:00 7/19 0:00 7/19 12:00 7/20 0:00 7/20 12:00 7/21 0:00

ダム水位（EL.　ｍ）

294.5

295.0

295.5

296.0

296.5

7/18 12:00 7/19 0:00 7/19 12:00 7/20 0:00 7/20 12:00 7/21 0:00

ダム水位

通常運用での最高水位

洪水までに低下する目標水位

西大滝ダムの位置 

①洪水前に目標まで 
水位を低下 ②目標水位で 

水位を維持 ③流量増加に伴い 
水位が上昇 ②と同じ 

ゲートで放流量を調整 
ゲートを全開して 
洪水を流下 ゲートで放流量を調整 

西大滝ダムの洪水の運用（平成 18 年.7 月実績より） 

S58.9　流況データ（照岡、西大滝ダム、宮野原）

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9/28 0時 9/28 12時 9/29 0時 9/29 12時 9/30 0時 9/30 12時 10/1 0時

流
量

（m
3
/
s）

照岡

西大滝

宮野原

H16.10　流況データ（照岡、西大滝ダム、宮野原）

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

10/20 0時 10/20 12時 10/21 0時 10/21 12時 10/22 0時 10/22 12時 10/23 0時

流
量

（
m

3 /
s）

照岡

西大滝

宮野原

H18.7　流況データ（照岡、西大滝ダム、宮野原）

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

7/18 0時 7/18 12時 7/19 0時 7/19 12時 7/20 0時 7/20 12時 7/21 0時

流
量

（
m

3 /
s）

照岡

西大滝

宮野原

ゲート全開 

ゲート全開 

ゲート全開 

ゲートで放流量調整 

ゲートで放流量調整 ゲートで放流量調整 

ゲートで放流量調整 

ゲートで放流量調整 ゲートで放流量調整 

ゲートで放流量調整中 ゲート全開中 

ダム水位とゲート開度により

流量を算定 
ダム地点で流量を把握する手

法が確立されておらず、照岡地

点流量を適用していた 

ダム地点の水位で、照岡地点流

量に合致する算定方法を用い

て流量を算定

水理模型実験で得られた知見

を活用し、ダム水位とゲート開

度により流量を算定 

水理模型実験で得られた知見を活

用し、ダム水位により流量を算定 

西大滝ダムにおける増水時のダムの操作と流量算定方法 

以 上

H16 と同じ 

【改善事項】 
ダム地点に水位計を増設し、安定した水

位の観測が可能となった 

【改善事項】 
水理模型実験の知見により流量算定の精

度を向上 

S58.9 

H18.7 

H16.10 

ゲートを全開した時の状況 

水理模型実験で西大滝ダムの洪水時の特性を把握（S60～62 年度）

【改善事項（H23 以降反映）】 
ゲートでの放流量調整からゲート全開へ

移行する際の流量算定の不整合を改善 
ダム放流量の算定方法の改善

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

7/18 12:00 7/19 0:00 7/19 12:00 7/20 0:00 7/20 12:00 7/21 0:00

ダ
ム

放
流

量
（m

3
/
s）

改善前

改善後

宮野原

流量算定の不整合を改善 

宮野原観測所

西大滝ダム 

照岡測水所 

川の流れ方向 

【改善事項】 
水理模型実験の知見により流量算定の精

度を向上 
照岡測水所付近（ダム上流　約５ｋｍ）の河床の変化

292

296

300

304

308

0 40 80 120 160
追加距離（ｍ）

河
床

高
さ

（E
L
.ｍ

）

S58 H17 H18

・照岡地点は、長期的に河床が変化して

いるが、近年の洪水では数千 m3/s とい

った大洪水の流量観測実績がない 
・水理模型実験に基づいて流量を算定す

れば、国交省の宮野原地点流量と整合 

算定流量乖離

乖離解消 

流量算定の不整合
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別添資料 3-1 

西大滝ダムの構造 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

西大滝ダムの高さ 

 西大滝ダムの高さは、ダムの基礎基盤からダムが貯留する水面の高さまでの 14.243ｍです。

通常運用での最高水位 EL.295.758ｍ 

ダムの基礎基盤高さ EL.281.515ｍ 

ダムの高さ 14.243ｍ 

止水壁（ダムからの漏水を抑制する機能 厚みは 7.273ｍ） 

西大滝ダムの高さ（縦断図） 

西大滝ダムの建設 

 西大滝ダムの建設にあたっては、当初、大正 5 年に河川法に基づく申請をした後、ダムの建

設地点を現在の位置に見直し、昭和 11 年に変更を申請して、昭和 15 年に完成しました。 

西大滝ダムの建設地点 

ダムの構造（昭和 11 年の設計 上流からダムを見た図） 

下流 上流 

ダム建設中の河床を掘削している状況 

（下流からダムを見た写真） 

（掘削している箇所の拡大） 

昭和 11 年に変更した位置 
（赤色の表記は大正 5 年の当初計画）

元の河床 
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西大滝ダムの管理 

 

 西大滝ダムは河川法上のダムには該当しませんが、河川法で規定するダムの管理に準じ

て管理しております。 

 

 １）堆砂状況の確認（河川法第 44 条） 

 【河川法のダムの規定】 

  ダムの規定を西大滝ダムにあてはめると、湛水池末端の堆砂による影響を確認して、

必要があれば対策することが規定されております。 

 【西大滝ダムでの対応】 

  毎年、ダムから上流約 5.3km の区間について、約 200m の間隔で調査箇所を設定し

て、それぞれの調査箇所で河川の横断方向に河床高さを調査しております。 

調査区間の河床は低下傾向で、背水影響のために上流で必要な措置はないことを確認

しており、確認結果については、河川管理者である国土交通省へ報告しております。 

西大滝ダム上流河床の調査位置 

西大滝ダム 

上流 

下流 

284

286

288

290

292

294

296

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

ダムからの距離　（ｍ　上流に向かって）

各
調
査
位

置
で
最

も
深
い
河

床
の
標
高

　
（
ｍ
）

s25 s55 s58 H18 H22

西大滝ダム上流河床の推移 

10 
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 ２）水位・流量等の観測（河川法第 45 条） 

 【河川法のダムの規定】 

  ダムの規定を西大滝ダムにあてはめると、集水面積内で 3 箇所以上で雨量を確認する

こと、1 箇所以上で積雪を確認すること、ダム直上流に水位計を設置して流量を確認す

ることが規定されております。 

 【西大滝ダムでの対応】 

  集水面積内で 4 箇所の雨量・1 箇所の積雪を確認しております。また、ダム直上流に

水位計を設置して、ダムへの流入量を確認しております。 

 

 ３）ダム操作状況の通報等（河川法第 46 条） 

 【河川法のダムの規定】 

  洪水が発生するような場合には、河川管理者および関係都道府県に、雨量・流入量・

ダムゲートの操作の状況を通報することが規定されています。 

 【西大滝ダムでの対応】 

  河川管理者である国土交通省、関係都道府県である長野県および新潟県に対して、通

報を実施しております。 

 

 ４）ダムの操作に関する規程（河川法第 47 条） 

 【河川法のダムの規定】 

  ダムの操作方法について規程を定めて河川管理者の承認を得ること、承認を受けた規

程に従ってダムを操作することが規定されています。 

 【西大滝ダムでの対応】 

  西大滝ダムの操作について、「西大滝ダム管理規程」を制定して河川管理者である国土

交通省に承認頂いており、当該規程によりダムの操作を行っております。 

 

 ５）危険防止のための措置（河川法第 48 条） 

 【河川法のダムの規定】 

  関係都道府県、関係市町村および関係警察署長に対してダムからの放流を通知するこ

と、ダムからの放流を一般に周知させるために警告することが規定されています。 

 【西大滝ダムでの対応】 

  ダムからの放流について、関係都道府県、関係市町村および関係警察署長に通知して

おります。また、ダムの下流に立札・スピーカーを設置して、ダムからの放流について

の警告を行っております。 

11
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 ６）記録の作成等（河川法第 49 条） 

 【河川法のダムの規定】 

  洪水時におけるダムの操作に関する記録を作成し、河川管理者から求められた場合に

これを提出することが規定されています。 

 【西大滝ダムでの対応】 

  洪水が発生した場合には、洪水時のダムの操作に関する記録を作成し、河川管理者で

ある国土交通省に提出しております。 

 

 ７）管理主任技術者の設置（河川法第 50 条） 

 【河川法のダムの規定】 

  ダムの維持、操作等の管理を適正に行うため、管理主任技術者を選任し、河川管理者

に届出ることが規定されています。 

 【西大滝ダムでの対応】 

  西大滝ダムのダム管理主任技術者を選任し、河川管理者である国土交通省に届出てお

ります。 

 

以 上 

12 





  東京電力（株）信濃川発電所の水利使用許可の更新東京電力（株）信濃川発電所の水利使用許可の更新東京電力（株）信濃川発電所の水利使用許可の更新東京電力（株）信濃川発電所の水利使用許可の更新    

            に関する沿川市村の意見に関する沿川市村の意見に関する沿川市村の意見に関する沿川市村の意見    

 

 

１ 飯山市（平成 23 年６月１日付） 

  河川維持流量は、通年２０ｍ3/秒以上とするとともに、 

 サケの遡上期にはさらに放流量を増やすこと。また、西大 

 滝ダム付属魚道の改修を早急に実施すること。 

 

２ 野沢温泉村（平成 23 年３月 30 日付） 

  意見無し 

 

３ 栄村（平成 23 年５月 24 日付） 

  １、西大滝ダムの放流量は、通常２０ｔ/ｓ以上とする。 

  ２、水利権更新期間は、１０年とする。 

  ３、水利使用規則第１２条に定める河川流量等８項目は、 

     規則に定めてあるとおり１０年間分の測定結果を報告 

     する。 

 


